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　敷地内薬局をめぐる混迷が
止まらない。反対の論陣を張
る日本薬剤師会は全国の敷地
内薬局の誘致状況を調査した
結果、把握できただけで全国
33都道府県に64件あること
を公表。大学病院の総本山と
も言える東京大学医学部附属
病院にも敷地内薬局の設置が
予定されており、東京都薬剤
師会は反対を表明している。
ところが、国立大学附属病院
長会議は、敷地内薬局の設置
状況を調査した結果を公表
し、設置済みと設置準備中、
検討中まで含め16大学に上
ることを明らかにし、薬剤師
会の反対には「なぜ怒られる
のか分からない」と不快感を
示す事態となった。政府の規
制緩和で決まったことだが、
薬剤師会は安全性などの反対理由を挙げている。それ
が国民の理解を得られるか不明な情勢である。
　日薬の調査によると、敷地内薬局は28都道府県48
件となった昨年の調査結果から５都道府県16件増え
ていることが分かった。敷地内薬局を誘致している医
療機関の内訳を見ると、国公立病院が23都道府県（前

　改正生活困窮者自立支援法が10月か
ら一部施行され、生活保護受給者の後発
品使用が原則化されたことが議論を呼ん
でいる。厚生労働省は、生活保護受給者
の後発品の使用を促す施策をまとめ、生
活保護法で指定を受けた薬局が受給者に
後発品調剤への理解を求めることや、後
発品の使用割合が一定以下の自治体に低
調な原因や対応方針などを記載した「後
発品使用促進計画」を策定し、公表する
ことなどを求めている。ただ、薬局薬剤
師には戸惑いが広がっているのも事実。
薬剤師の生活保護受給者への対応という
新たな課題が浮上している。
　厚労省は、医師が後発品の使用を認め
た場合、生活保護受給者は後発品使用が
原則となったことを踏まえ、後発品の使
用を促すために生活保護法で指定された
薬局・医療機関、受給者などに周知すべ
き内容をまとめ、都道府県に対応を促す
通知を出している。
　指定薬局には、訪問による説明などを
通じて、一般名処方による処方箋、銘柄

名処方で後発品への変更可能な処方箋が
発行された受給者に後発品調剤の理解と
協力を求めることとしているが、後発品
の在庫がない場合や処方医への疑義照会
により先発品を処方することとなったケ
ースは例外とした。
　また、先発品を調剤した事情を記録し
た上で、定期的に福祉事務所に送付する
ほか、在庫の都合でやむを得ず先発品を
調剤した場合、次回以降は後発品を調剤
できる体制を整備するよう努めることを
求めている。
　後発品の使用割合が一定以下の自治体
に対しては、使用促進が低調な原因や対
応方針などを盛り込んだ「後発品使用促
進計画」を毎年度策定、公表することを
求めている。
　一方、受給者に対しては、自治体が後
発品が先発品と同じ成分、同じ量が含ま
れ、品質や有効性・安全性も同等である
と厳正に審査されたものであり、原則と
して後発品が調剤されることなどを家庭
訪問を通じて周知するよう求めている。

　厚生労働省が発表した2017年度の概算医療
費は42兆2000億円と過去最高になった。Ｃ型
肝炎治療薬の影響で14年ぶりに減少に転じた
前年度から2.3％増となった。調剤医療費（電
算処理分）は前年度比3.1％増の７兆6664億円。
技術料は１兆9122億円、薬剤料は５兆7413億
円となった。特に後発品の使用促進策を背景に、
薬剤料のうち後発品薬剤料が初めて１兆円に達
し、昨年度の後発品数量シェアも70.2％と７
割を突破。政府目標の８割に向けてラストスパ
ートに入ったことがうかがえる。
　調剤医療費は、3.1％増の７兆6664億円とな
った。Ｃ型肝炎治療薬の影響がなかった13年

度と比べて伸びは低くなっているが、後発品の
使用促進などにより、１種類１日当たり薬剤料
の伸びがわずかなマイナスになったことが要因
と考えられている。
　その内訳は、薬剤料が2.9％増の５兆7413億
円となり、その中で後発品薬剤料は16.9％増
の１兆92億円と、初めて１兆円を突破した。
技術料も3.4％増加し、１兆9122億円に達した。
技術料のうち、調剤基本料は8.4％増の5478億
円、調剤料は1.7％増の8554億円、加算料は
2.0％増の1391億円となっている。
　処方箋１枚当たりの技術料は2.3％増の2292
円となった。処方箋１枚当たりの薬剤料は、

1.8％増の6880円。そのうち、内服薬の処方箋
１枚当たり薬剤料は0.8％増の5598円となっ
た。１種類１日当たり薬剤料が前年度の9.1％
減から0.4％減とマイナス分が大きく減ったこ
とが影響した。
　後発品の割合を見ると、昨年度末の数量ベー
スは新指標で73.0％となった。昨年３月時点
の数量ベース68.6％から伸び幅が4.4ポイント
増加した。年度ごとの平均は数量ベースで3.4
％増の70.2％と７割を突破した。
　さらに、後発品割合別の保険薬局数を見たと
ころ、今年３月時点で数量シェア65％未満の
薬局は23.7％と昨年３月時点の30.7％から減
少した一方、65％以上の薬局は76.3％と７割
を大きく上回った。75％以上の薬局も56.8％
と半数を超えるなど、後発品の使用が急速に浸
透していることがうかがえた。

生活保護者は原則後発品を
厚労省 薬局に理解促進求める

後発品薬剤料が１兆円超え
17年度 数量シェア７割突破
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